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平成 24 年 11 月 19 日 

各 位 
マ ネ ッ ク ス グ ル ー プ 株 式 会 社 

代表取締役会長兼社長 C E O  松本  大 

（ コ ー ド 番 号  8 6 9 8  東 証 第 一 部 ） 

 

子会社の合併に関するお知らせ 

 

当社の子会社であるマネックス証券株式会社（以下「マネックス証券」）およびソニー

バンク証券株式会社（以下「ソニーバンク証券」）は、合併契約を締結いたしましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．合併の目的 

当社は、2012年8月1日付の株式取得により、ソニーバンク証券を完全子会社といたし

ました。これは、当社の完全子会社であるマネックス証券とソニーバンク証券を合併さ

せ、ソニー銀行株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石井 茂、以下「ソ

ニー銀行」）との金融商品仲介を中心とした事業提携の強化を意図するものです。具体

的には、ソニー銀行のお客さまに対するマネックス証券の商品・サービス提供の一層の

拡充と共に、今後、マネックス証券の顧客基盤拡充およびソニー銀行のオンライン銀行

機能とマネックス証券との連携を図ってまいります。 

この方針に基づいて、このたび両社にて2013年1月12日(予定)を効力発生日とする合併

を決定いたしました。 

 

２．合併の要旨 

（1）合併の日程 

 2012年11月19日     合併契約承認のための各証券子会社における取締役会 

 2012年11月19日     合併契約締結 

 2012年11月21日（予定）合併契約承認のためのソニーバンク証券における株主総会決議 

 2013年1月12日（予定） 合併実施日（効力発生日） 

 ※本合併は、マネックス証券においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であ

るため、同社の合併契約承認総会を開催いたしません。 

 

（2）合併の方式 

マネックス証券を存続会社とする吸収合併方式で、ソニーバンク証券は解散します。 

 

（3）合併に係る割当ての内容 

当社の完全子会社2社の合併であるため、割当て等の取決めはありません。また、新

株式の発行および合併交付金の支払は行いません。 
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３．合併当事会社の概要 

（2012 年 11 月 19 日現在） 

  吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

（１） 商号 マネックス証券株式会社 ソニーバンク証券株式会社 

（２） 事業内容 金融商品取引業 金融商品取引業 

（３） 設立年月日 平成 11 年 5 月 20 日 平成 19 年 6 月 19 日 

（４） 本店所在地 東京都千代田区麹町 

二丁目 4 番地 1 

東京都千代田区神田錦町 

三丁目 26 番地 

（５） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 CEO 

松本 大 

代表取締役社長 

山中 卓也 

（６） 資本金 7,425 百万円 2,500 百万円 

（７） 発行済株式数 226,400 株 50,000 株 

（８） 決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

（９） 大株主および持株比率 マネックスグループ株式会社 100.0％

 

４．合併後の状況 

（１） 商号 マネックス証券株式会社 

（２） 事業内容 金融商品取引業 

（３） 本店所在地 東京都千代田区麹町二丁目 4 番地 1 

（４） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 CEO 松本 大 

（５） 資本金 7,425 百万円（合併による資本金の増加はありません）

（６） 決算期 3 月 31 日 

 

５．今後の見通し 

 当該合併によりソニーバンク証券において計上していた費用を削減し経営効率化を図る

とともに、マネックス証券とソニー銀行の事業提携強化を本格化させて参ります。また、

平成 24 年 9 月 21 日付にて開示いたしました「（開示事項の経過報告）ソニーバンク証券の

全株式取得とマネックス証券への統合にかかる特別利益の発生等に関するお知らせ」の通

り、両証券が統合予定である 2013 年 3 月期第 4 四半期において統合コストとして約 1 億円

を計上、および法人税等調整額として約 9 億円をマイナス計上（当期利益に対してプラス

要因）する見込みです。 

 

以 上 

 

 

【お問合せ先】 

マネックスグループ株式会社 

経営管理部 コーポレートコミュニケーション担当 久保田 電話 03-4323-8698 


